
 令和３年４月７日  

 

保護者の皆様へ 

 

幸田町教育委員会 

 

「幸田町部活動ガイドライン」の改定について（通知） 

 

保護者の皆様には、日頃より幸田町の教育にご理解とご協力をいただき、心から感謝申

し上げます。 

さて、幸田町教育委員会は、スポーツ庁が示す「運動部活動の在り方に関する総合的な

ガイドライン」、文化庁が示す「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」及

び愛知県教育委員会が示す「部活動指導ガイドライン」に基づき、平成３１年３月に「幸

田町部活動ガイドライン」を策定いたしました。 

その後、令和２年９月１日に、スポーツ庁及び文部科学省より「学校の働き方改革を踏

まえた部活動改革について」が示され、持続可能な部活動と教師の負担軽減の両方を実現

できる改革が必要であることが明記されました。 

そこで、来年度より、休養日につきまして下記のように変更しますので、ご理解の上、

ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。 

なお、別紙「幸田町ガイドライン(概要）【改定版】」も併せて配付します。また、「幸田

町部活動ガイドライン【改定版】」につきましては、幸田町ホームページ（ＨＰ）に掲載

いたします。詳しい内容につきましては、ＨＰをご覧ください。 

 

記 

 

○適切な部活動の実施（休養日）について 

 

  （前） 学期中は、平日１日と、週末１日（土または日曜日）の２日を休養日とする。 

↓ 

 （後） 学期中は、平日２日と、週末１日（土または日曜日）の３日を休養日とする。 

 

 

 

 

  

【連絡先】 

 

 

 

担当 幸田町教育委員会学校教育課 

電話 0564-63-5142  FAX 0564-63-5149 

Eﾒｰﾙ  gakkokyoiku@town.kota.lg.jp 

 



幸田町部活動ガイドライン（概要）【改定版】 

 

幸田町教育委員会 

【策定の主旨】 

〇 本ガイドラインは、部活動の意義や留意点を今一度振り返り、部活動がより効果的で持続可

能な活動であるための指針として示すものである。 

 

【部活動の意義】 

〇 社会性や公共心を育むとともに、豊かな人間関係を形成し、生徒の健全な心身の育成につな

がる。 

〇 自主性、協調性、責任感、連帯感などを育成し、仲間や教員と密接に触れ合う場として大き

な意義を有する。 

 

【部活動の課題】 

〇 長時間の活動は、睡眠不足など、生徒の日常生活や学業に支障をきたすおそれがある。 

〇 長時間にわたる部活動指導や休養日が十分でない部活動指導は、教員の長時間勤務につなが

り、多忙化の一因となっている。 

 

【適切な部活動の実施】 

（休養日） 

〇 学期中は、平日の２日と、週末１日（土または日曜日）の３日を休養日とする。 

〇 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準ずる。 

（活動時間） 

〇 始業前の活動は原則行わない。 

〇 学期中の平日は、１日の活動時間を２時間程度とする。 

〇 学校の休業日(土・日曜日、祝日および長期休業中)は、１日の活動時間を３時間程度とする。 

〇 学校の休業日に、練習試合や大会等のため、活動時間を超過する場合は、生徒の体調や健康

状態に十分留意する。 

 

【保護者及び地域との連携】 

〇 部活動について、保護者や地域に対して積極的に情報を発信する。運営方針や活動計画を保

護者や地域に知らせることで、家庭や地域と連携した部活動運営に努める。 

 

【安全の確保】 

〇 活動時の気象条件に十分留意する。特に、高温や多湿時には、ＷＢＧＴ値にも留意し、十分

に水分や塩分が補給できる休憩時間を確保し、熱中症を予防する。ＷＢＧＴ値によっては、活

動を中止したり見直しをしたりする等、柔軟に対応する。 

 

【その他】 

〇 クラブとしての活動については、部活動とクラブの境界があいまいで、生徒及び保護者が練

習への参加の可否を自発的に判断しづらいことや、クラブが部活動の一部としてみなされてし

まう恐れがあることから、教員が運営や指導の主体となる任意のクラブは実施しない。 

※下線部は改定箇所 


